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各派内示・記者会見資料 （平成31年２月13日）

平成 3 1 年 ２月秋田市議会定例会提出予定案件

件 名 説 明

「 予 算 案 」 30件

１ 平成31年度秋田市一般会計予算の ○資料別紙

件

２ 平成31年度秋田市土地区画整理会

計予算の件

３ 平成31年度秋田市市有林会計予算

の件

４ 平成31年度秋田市市営墓地会計予

算の件

５ 平成31年度秋田市中央卸売市場会

計予算の件

６ 平成31年度秋田市公設地方卸売市

場会計予算の件

７ 平成31年度秋田市大森山動物園会

計予算の件

８ 平成31年度秋田市廃棄物発電会計

予算の件

９ 平成31年度秋田市病院事業債管理

会計予算の件

10 平成31年度秋田市学校給食費会計

予算の件

11 平成31年度秋田市国民健康保険事

業会計予算の件
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12 平成31年度秋田市母子父子寡婦福 ○資料別紙

祉資金貸付事業会計予算の件

13 平成31年度秋田市介護保険事業会

計予算の件

14 平成31年度秋田市後期高齢者医療

事業会計予算の件

15 平成31年度秋田市水道事業会計予

算の件

16 平成31年度秋田市下水道事業会計

予算の件

17 平成31年度秋田市農業集落排水事

業会計予算の件

18 平成30年度秋田市一般会計補正予

算（第５号）の件

19 平成30年度秋田市土地区画整理会

計補正予算（第３号）の件

20 平成30年度秋田市市有林会計補正

予算（第１号）の件

21 平成30年度秋田市市営墓地会計補

正予算（第３号）の件

22 平成30年度秋田市大森山動物園会

計補正予算（第２号）の件

23 平成30年度秋田市病院事業債管理

会計補正予算（第２号）の件

24 平成30年度秋田市学校給食費会計

補正予算（第１号）の件



- 3 -

25 平成30年度秋田市国民健康保険事 ○資料別紙

業会計補正予算（第２号）の件

26 平成30年度秋田市介護保険事業会

計補正予算（第３号）の件

27 平成30年度秋田市後期高齢者医療

事業会計補正予算（第２号）の件

28 平成30年度秋田市水道事業会計補

正予算（第２号）の件

29 平成30年度秋田市下水道事業会計

補正予算（第２号）の件

30 平成30年度秋田市農業集落排水事

業会計補正予算（第２号）の件

「 条 例 案 」 49件

○消費税関連 30件

･社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うた ○改正理由

めの消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号): 消費税法の一部改正（平成24年法律第68

平成24年8月22日公布、一部を除き平成31年10月1日施行 号）等に伴い、施設の使用料等を改めるた

め、改正しようとするもの

･社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うた ○改正要旨

めの地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法 １ 以下の61条例について、消費税および

律第69号):平成24年8月22日公布、一部を除き平成31年10月1日施 地方消費税の改正に伴い、それぞれの施

行 設の使用料等の額を改める。

２ 利用料金については、規定している額

が限度額であることを明記する。

３ 消費税以外の改正内容を含むものは、

それぞれの条例ごとに内容を記載

○施行期日

平成31年10月１日から。条例の施行に関

し必要な経過措置を規定する。
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31 秋田市行政財産使用料条例の一部 (１) 秋田市行政財産使用料条例

を改正する件

32 秋田市雄和糠塚地区民間資本活用 (２) 秋田市雄和糠塚地区民間資本活用施

施設条例等の一部を改正する件 設条例

(３) 秋田市雄和ふるさと温泉供給施設条

例

(４) 秋田市ポートタワー条例

(５) 秋田港振興センター条例

(６) 秋田市河辺ユフォーレ公園施設条例

(７) 秋田市雄和観光交流館条例

(８) 秋田市雄和観光花き栽培園条例

(９) 秋田市雄和里の家条例

(10) 秋田市雄和観光農産物加工所条例

(11) 秋田市雄和ふるさと温泉条例

(12) 秋田市雄和コテージ条例

(13) 秋田市雄和サイクリングターミナル

条例

(14) 秋田市にぎわい交流館条例

(15) 秋田市中通一丁目自動車駐車場条例

33 秋田市民交流プラザ条例の一部を (16) 秋田市民交流プラザ条例

改正する件

34 秋田市大森山動物園条例の一部を (17) 秋田市大森山動物園条例

改正する件

35 秋田市立秋田城跡歴史資料館条例 (18) 秋田市立秋田城跡歴史資料館条例

の一部を改正する件

36 秋田市立千秋美術館条例の一部を (19) 秋田市立千秋美術館条例

改正する件

37 秋田市立赤れんが郷土館条例の一 (20) 秋田市立赤れんが郷土館条例

部を改正する件

38 秋田市如斯亭庭園条例の一部を改 (21) 秋田市如斯亭庭園条例

正する件
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39 秋田市文化会館条例の一部を改正 (22) 秋田市文化会館条例

する件

40 秋田市平和公園条例等の一部を改 (23) 秋田市平和公園条例

正する件 (24) 秋田市南西墓地条例

(25) 秋田市河辺墓地条例

41 秋田市新屋ガラス工房条例の一部 (26) 秋田市新屋ガラス工房条例

を改正する件

42 秋田市河辺岩見温泉交流センター (27) 秋田市河辺岩見温泉交流センター条

条例の一部を改正する件 例

43 秋田市小規模水道施設条例の一部 (28) 秋田市小規模水道施設条例

を改正する件

44 秋田市市民サービスセンター条例 (29) 秋田市市民サービスセンター条例

の一部を改正する件

45 秋田市河辺総合福祉交流センター (30) 秋田市河辺総合福祉交流センター条

条例の一部を改正する件 例

46 秋田市廃棄物の処理および再利用 (31) 秋田市廃棄物の処理および再利用に

に関する条例の一部を改正する件 関する条例

47 秋田市市民農園条例等の一部を改 (32) 秋田市市民農園条例

正する件 (33) 秋田市雄和体験学習交流施設条例

(34) 秋田市河辺生産物直売所施設条例

(35) 秋田市リフレッシュガーデン条例

(36) 秋田市中高年齢労働者福祉センター

条例

(37) 秋田市勤労者体育センター条例

(38) 秋田市勤労者総合福祉センター条例

(39) 秋田市農山村地域活性化センター条

例

48 チャレンジオフィスあきた条例の (40) チャレンジオフィスあきた条例

一部を改正する件



- 6 -

49 秋田市中央卸売市場業務条例の一 (41) 秋田市中央卸売市場業務条例

部を改正する件

50 秋田市公設地方卸売市場業務条例 (42) 秋田市公設地方卸売市場業務条例

の一部を改正する件

51 秋田市園芸振興センター条例の一 (43) 秋田市園芸振興センター条例

部を改正する件

52 秋田市道路占用等に関する条例お (44) 秋田市道路占用等に関する条例

よび秋田市法定外公共物管理条例 (45) 秋田市法定外公共物管理条例

の一部を改正する件

53 秋田市東西歩道橋等広告板使用料 (46) 秋田市東西歩道橋等広告板使用料条

条例の一部を改正する件 例

54 秋田市準用河川管理条例の一部を (47) 秋田市準用河川管理条例

改正する件

55 秋田市太平山スキー場条例の一部 (48) 秋田市太平山スキー場条例

を改正する件

56 秋田市都市公園条例の一部を改正 (49) 秋田市都市公園条例

する件

57 秋田市自転車等駐車場条例および (50) 秋田市自転車等駐車場条例

秋田市自転車等の放置防止に関す (51) 秋田市自転車等の放置防止に関する

る条例の一部を改正する件 条例

58 秋田市営住宅条例の一部を改正す (52) 秋田市営住宅条例

る件

59 秋田市立学校使用料条例および秋 (53) 秋田市立学校使用料条例

田市太平山自然学習センター条例 (54) 秋田市太平山自然学習センター条例

の一部を改正する件

60 秋田市下水道条例等の一部を改正 (55) 秋田市下水道条例

する件 (56) 秋田市地域下水道条例

(57) 秋田市個別排水処理施設条例
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○消費税関連等 ４件

61 秋田市スポーツ施設条例の一部を (58) 秋田市スポーツ施設条例

改正する件 ○改正理由

スポーツ施設について、雄和Ｂ＆Ｇ海洋

センターを廃止し、規定を整備するととも

に、消費税法の一部改正等に伴い使用料を

改めるため、改正しようとするもの

○改正要旨

１ 雄和Ｂ＆Ｇ海洋センターの項を削ると

ともに、規定を整備する。

２ 消費税および地方消費税の税率の引上

げに伴い、スポーツ施設の使用料の額を

改める。

○施行期日

２（消費税に伴う改正）以外の部分につ

いては平成31年４月１日から

62 秋田市北部墓地条例の一部を改正 (59) 秋田市北部墓地条例

する件 ○改正理由

北部墓地に合葬墓を設置し、その永代使

用料等について定めるとともに、消費税法

の一部改正等に伴い墓地の管理手数料を改

めるため、改正しようとするもの

○改正要旨

１ 北部墓地に多数の焼骨を共同で直接埋

蔵する施設である合葬墓を新たに設ける。

２ 合葬墓を使用しようとする者は、本市

に住所又は本籍を有する者等でなければ

ならないこと等とする。

３ 合葬墓を使用しようとする者は、市長

の許可を受けなければならないこと等と

する。

４ 墓地および合葬墓の維持管理上必要が

あるときは、使用の制限等をすることが

できることとする。

５ 合葬墓の使用者は、使用を中止しよう

とするときは、その旨を市長に届け出な

ければならないこと等とする。
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６ 市長は、使用者が使用の許可を受けた

目的以外に合葬墓を使用しようとしたと

き等は、使用の許可を取り消すことがで

きることとする。

７ 合葬墓の永代使用料は、１体につき

17,000円とする。

８ 墓地の管理手数料の額を改める。

９ 合葬墓の使用の中止の届出があったと

きは、永代使用料の全部を還付すること

ができることとする。

10 条項の追加等に伴う規定の整備を行う。

○施行期日

８（消費税に伴う改正）以外の部分につ

いては平成31年４月１日から

63 秋田市水道事業給水条例の一部を (60) 秋田市水道事業給水条例

改正する件 ○改正理由

･学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に 消費税法の一部改正等に伴い水道料金等

関する政令(平成29年政令第232号):平成29年9月1日公布、平成 を改めるとともに、水道法施行令の一部改

31年4月1日施行 正（平成29年政令第232号）に伴い布設工事

監督者等の資格要件を改めるため、改正し

ようとするもの

○改正要旨

１ 水道料金の額を改める。

２ 水道加入金の額を改める。

３ 布設工事監督者の資格要件に、専門職

大学の前期課程において土木科等を修了

した後５年以上水道に関する技術上の実

務に従事した経験を有する者を含むこと

とする。

４ 水道技術管理者の資格要件に、専門職

大学の前期課程において土木工学以外の

工学等の学科目を修了した後６年以上水

道に関する技術上の実務に従事した経験

を有する者を含むこととするとともに、

規定を整備する。

○施行期日

１および２（消費税に伴う改正）以外の

部分については平成31年４月１日から
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64 秋田市農業集落排水施設条例の一 (61) 秋田市農業集落排水施設条例

部を改正する件 ○改正理由

消費税法の一部改正等に伴い農業集落排

水施設の使用料を改めるとともに、河辺飛

沢農業集落排水施設を廃止するため、改正

しようとするもの

○改正要旨

１ 農業集落排水施設の使用料の額を改め

る。

２ 農業集落排水施設の名称等から河辺飛

沢農業集落排水施設を削り、同施設の区

域を河辺岩見三内中央農業集落排水施設

の区域に加える。

○施行期日

１（消費税に伴う改正）以外の部分につ

いては平成31年４月１日から

○消費税関連以外 15件

65 秋田市職員の自己啓発等休業に関 ○改正理由

する条例の一部を改正する件 学校教育法の一部を改正する法律（平成

･学校教育法の一部を改正する法律(平成29年法律第41号):平成 29年法律第41号）の施行に伴い、規定を整

29年5月31日公布、平成31年4月1日施行 備するため、改正しようとするもの

○改正要旨

規定を整備する。

○施行期日

平成31年４月１日から。自己啓発等休業

の対象となる大学等課程に関する経過措置

を規定する。

66 秋田市議員報酬、報酬等の額およ ○改正理由

びその支給方法に関する条例の一 農業委員および農地利用最適化推進委員

部を改正する件 の年額の報酬について定めるとともに、規

定を整備するため、改正しようとするもの

○改正要旨

１ 委員等の年額の報酬の支給日等につい

て定めるとともに、規定を整備する。

２ 委員等の年額の報酬の上限額を485,400

円以内で市長が定める額とする。

○施行期日

平成31年４月１日から
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67 特別職の職員の給与に関する条例 ○改正理由

の一部を改正する件 特別職の職員の給料月額および期末手当

の額を減ずる特例措置の期間を延長するた

め、改正しようとするもの

○改正要旨

１ 市長等の期末手当の額を減ずる特例措

置の期間を平成31年12月まで延長する。

２ 市長等の給料月額を減ずる特例措置の

期間を平成32年３月31日まで延長する。

○施行期日

平成31年４月１日から

68 教育長の給与、勤務時間その他の ○改正理由

勤務条件および職務に専念する義 教育長の給料月額および期末手当の額を

務の特例に関する条例の一部を改 減ずる特例措置の期間を延長するため、改

正する件 正しようとするもの

○改正要旨

１ 教育長の期末手当の額を減ずる特例措

置の期間を平成31年12月まで延長する。

２ 教育長の給料月額を減ずる特例措置の

期間を平成32年３月31日まで延長する。

○施行期日

平成31年４月１日から

69 秋田市土地開発基金条例を廃止す ○廃止理由

る件 土地開発基金を廃止するため、この条例

を廃止しようとするもの

○施行期日

平成31年４月１日から

70 秋田市災害弔慰金の支給等に関す ○改正理由

る条例の一部を改正する件 災害弔慰金の支給等に関する法律の一部

･地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための 改正（平成30年法律第66号）等に伴い、災

関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第66号):平成30年6 害援護資金の貸付利率等を改めるとともに、

月27日公布、一部を除き平成31年4月1日施行 規定を整備するため、改正しようとするも

･災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部を改正する政令 の

(平成31年政令第16号):平成31年1月30日公布、平成31年4月1日 ○改正要旨

施行 １ 災害援護資金は、保証人を立てる場合

にあっては無利子とし、立てない場合に

あっては年1.5パーセントとすること等と
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する。

２ 災害援護資金の償還方法に半年賦償還

および月賦償還を加える。

３ その他規定を整備する。

○施行期日

平成31年４月１日から。施行日以後に生

じた災害により被害を受けた世帯の世帯主

に対する災害援護資金の貸付けについて適

用する旨の経過措置を規定する。

71 秋田市地域包括支援センターにお ○改正理由

ける包括的支援事業の実施に係る 介護保険法施行規則の一部改正（平成29

人員等に関する基準を定める条例 年厚生労働省令第48号）等に伴い、規定を

の一部を改正する件 整備するため、改正しようとするもの

･介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省 ○改正要旨

令第48号):平成29年3月31日公布、公布の日施行 規定を整備する。

･介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成30年厚生 ○施行期日

労働省令第30号):平成30年3月22日公布、平成30年4月1日施行,平 平成31年４月１日から

成31年3月31日までの経過措置あり

72 秋田市介護医療院の人員、施設お ○改正理由

よび設備ならびに運営に関する基 介護医療院の人員、施設及び設備並びに

準を定める条例の一部を改正する 運営に関する基準の一部改正（平成30年厚

件 生労働省令第93号）に伴い、介護医療院の

･医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関 衛生管理に関する基準を改めるため、改正

係省令の整備に関する省令(平成30年厚生労働省令第93号):平成 しようとするもの

30年7月27日公布、平成30年12月1日施行 ○改正要旨

･医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関 介護医療院の管理者が委託する検体検査

係省令の整備に関する省令の一部を改正する省令(平成30年厚生労 の業務に関する規定を改める。

働省令第134号):平成30年11月29日公布、公布の日施行 ○施行期日

公布の日から

73 秋田市民の心といのちを守る自殺 ○改正理由

対策条例の一部を改正する件 自殺対策基本法（平成18年法律第85号）

の規定に基づく市町村自殺対策計画の策定

に伴い、規定を整備するため、改正しよう

とするもの

○改正要旨

規定を整備する。

○施行期日

平成31年４月１日から
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74 秋田市認定こども園の認定の要件 ○設定理由

に関する条例を設定する件 就学前の子どもに関する教育、保育等の

･地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための 総合的な提供の推進に関する法律の一部改

関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第66号):平成30年6 正（平成30年法律第66号）に伴い、認定こ

月27日公布、一部を除き平成31年4月1日施行 ども園の認定の要件を定めるため、この条

例を設定しようとするもの

○要旨

１ この条例は、認定こども園（幼保連携型認定こども園を除く。以下同じ。）

の認定の要件を定めることとする。

２ この条例における用語の意義について規定する。

３ 認定こども園に係る認定の要件について規定する。

４ 認定こども園に配置する職員およびその員数等について規定する。

５ 認定こども園の長および子どもの教育又は保育に従事する職員（以下「職

員」という。）の資格について規定する。

６ 認定こども園の施設および設備の要件について規定する。

７ 認定こども園の子どもに食事を提供する場合の調理の方法等について規定

する。

８ 認定こども園において提供する教育および保育の指針等について規定す

る。

９ 認定こども園の管理運営等の要件について規定する。

10 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めることとする。

○施行期日

平成31年４月１日から。条例の施行に関

し必要な経過措置を規定する。

75 秋田市公共交通活性化基金条例を ○設定理由

設定する件 将来にわたり市民が安心して利用するこ

とができる公共交通の実現等のための事業

に要する経費に充てることを目的とする公

共交通活性化基金を設置するため、この条

例を設定しようとするもの

○要旨

１ 基金の設置について規定する。

２ 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

３ 基金に属する現金の管理方法について規定する。

４ 基金の運用益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するこ

ととする。

５ 財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を歳計現金に繰り替

えて運用することができることとする。

６ 基金は、市民が安心して利用することができる公共交通の実現、公共交通
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の利便性の向上その他公共交通の活性化のための事業に要する経費に充てる

場合に限り、処分することができることとする。

７ この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別

に定めることとする。

○施行期日

平成31年４月１日から

76 秋田市建築基準法関係手数料条例 ○改正理由

の一部を改正する件 建築基準法の一部改正（平成30年法律第

･建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号):平成 67号）に伴い、用途地域等における建築等

30年6月27日公布、一部を除き政令で定める日施行 許可申請手数料等を改めるとともに、規定

を整備するため、改正しようとするもの

○改正要旨

１ 次の手数料を改める。

(1) 用途地域等における建築等許可申請

手数料

(2) 建築物の建蔽率の特例許可申請手数

料

(3) 仮設興行場等の建築又は建築物の用

途変更による興行場等としての使用に

係る許可申請手数料

(4) １年を超えて使用する特別の必要が

ある仮設興行場等の建築又は建築物の

用途変更による特別興行場等としての

使用に係る許可申請手数料

(5) 既存の１の建築物について行う２以

上の工事の全体計画又は当該全体計画

の変更の認定申請手数料

２ １の(5)の手数料に係る認定を受けて工

事を行う場合の確認申請手数料は、通常

の確認申請手数料の２分の１とする

３ その他規定を整備する。

○施行期日

規則で定める日から
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77 秋田市消防団員の定員および任免 ○改正理由

に関する条例の一部を改正する件 消防団員の任用要件等を定めるとともに、

規定を整備するため、改正しようとするも

の

○改正要旨

１ 消防団長および消防団長以外の消防団

員は、市内に居住し、通勤し、又は通学

する者等のうちから市長等が任命するこ

と等とする。

２ 成年被後見人又は被保佐人である者等

は、消防団員となることができないこと

とする。

３ その他規定を整備する。

○施行期日

平成31年４月１日から

78 秋田市消防団員服務紀律及び懲戒 ○改正理由

条例の全部を改正する件 消防団員の服務規律、懲戒等について必

要な事項を定めるため、改正しようとする

もの

○改正要旨

１ 題名を「秋田市消防団員の服務および懲戒に関する条例」とする。

２ この条例は、団員の服務および懲戒に関し必要な事項を定めることとする。

３ 団員は、消防団長の招集によって出動し、職務に従事すること等とする。

４ 団員が10日以上居住地を離れる場合は、市長又は団長に届け出なければな

らないこととする。

５ 団員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないこととする。

６ 団員は、消防団の正常な運営の阻害等の集団的行動をしてはならないこと

とする。

７ 消防団又は団員の表彰について規定する

８ 任命権者は、団員の懲戒処分として、戒告、停職又は免職の処分をするこ

とができることとする。

９ この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めることとする。

○施行期日

平成31年４月１日から

79 秋田市水道事業等の設置等に関す ○改正理由

る条例の一部を改正する件 河辺飛沢農業集落排水施設の廃止等に伴

い、農業集落排水事業の排水人口等を改め

るため、改正しようとするもの
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○改正要旨

農業集落排水事業の排水人口および１日

最大処理能力を改める。

○施行期日

平成31年４月１日から

「 単 行 案 」 11件

80 町および字の区域ならびにその名 ○牛島・仁井田地区の住居表示の実施に伴

称を変更する件 い、町および字の区域ならびにその名称を

変更するため、議会の議決を求めようとす

るもの

新町名 現字名

大住南一丁目 牛島字東潟敷および仁井田字西潟敷の各一部

大住南二丁目 仁井田字西潟敷の一部

大住南三丁目 仁井田字西潟敷および仁井田字新中島の各一部

※提出根拠法：地方自治法第260条第１項

81 公立大学法人秋田公立美術大学が ○消費税法の一部改正（平成24年法律第68

徴収する料金の上限の変更を認可 号）等に伴い、公立大学法人秋田公立美術

する件 大学が徴収する料金の上限等の変更を認可

しようとするもの

※提出根拠法：地方独立行政法人法第23条第１項および第２項

82 地方独立行政法人市立秋田総合病 ○地方独立行政法人市立秋田総合病院が、

院第２期中期計画を認可する件 第２期中期目標を達成するために作成する

第２期中期計画を認可しようとするもの

・中期計画の期間

平成31年４月１日～平成36年３月31日

※提出根拠法：地方独立行政法人法第83条第３項

83 秋田市過疎地域自立促進計画の一 ○旧河辺町区域において新規に事業を実施

部を変更する件 するため、秋田市過疎地域自立促進計画の

一部を変更しようとするもの

※提出根拠法：過疎地域自立促進特別措置法第６条
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84 包括外部監査契約を締結する件 ○平成31年度の包括外部監査契約を締結し

ようとするもの

・契約の目的 当該契約に基づく監査およ

び監査の結果に関する報告

・契約の期間

平成31年４月１日～平成32年３月31日

・契 約 金 額 6,688,000円を上限とする額

・契約の相手 泉田雅俊(資格：公認会計士)

※提出根拠法：地方自治法第252条の36第１項

85 秋田市西部市民サービスセンター ○西部市民サービスセンターの指定管理者

の指定管理者を指定する件 を指定しようとするもの

・指定管理者

西部地域住民自治協議会

・指定の期間

平成31年４月１日～平成36年３月31日

※提出根拠法：地方自治法第244条の２第６項

86 秋田市南部市民サービスセンター ○南部市民サービスセンターの指定管理者

の指定管理者を指定する件 を指定しようとするもの

・指定管理者

南部地域づくり協議会

・指定の期間

平成31年４月１日～平成36年３月31日

※提出根拠法：地方自治法第244条の２第６項

87 秋田市飯島地区コミュニティセン ○飯島地区コミュニティセンターの指定管

ターの指定管理者を指定する件 理者を指定しようとするもの

・指定管理者

飯島地区コミュニティセンター管理運

営委員会

・指定の期間

平成31年４月１日～平成36年３月31日

※提出根拠法：地方自治法第244条の２第６項

88 秋田市旭川地区コミュニティセン ○旭川地区コミュニティセンターの指定管

ターの指定管理者を指定する件 理者を指定しようとするもの

・指定管理者

旭川地区コミュニティセンター管理運
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営委員会

・指定の期間

平成31年４月１日～平成36年３月31日

※提出根拠法：地方自治法第244条の２第６項

89 秋田市旭南地区コミュニティセン ○旭南地区コミュニティセンターの指定管

ターの指定管理者を指定する件 理者を指定しようとするもの

・指定管理者

旭南地区コミュニティセンター管理運

営委員会

・指定の期間

平成31年４月１日～平成36年３月31日

※提出根拠法：地方自治法第244条の２第６項

90 市道路線を認定する件 ○宅地造成に伴い新設された道路等を一般

交通の用に供するため、市道路線に認定し

ようとするもの

・認定路線 ５路線 延長664.70ｍ

・認定後の市道路線延長 約2,020.3km

※提出根拠法：道路法第８条第２項

「 追加提案 」

「 人 事 案 」 ３件

91 秋田市教育委員会委員の任命につ ○教育委員会委員進藤光子氏の任期満了（平

いて同意を求める件 成31年３月31日付）に伴い、その後任の任

命について同意を求めようとするもの

・任期４年

※提出根拠法：地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項

92 秋田市監査委員の選任について同 ○監査委員藤井英雄氏の任期満了（平成31

意を求める件 年３月31日付）に伴い、その後任の選任に

ついて同意を求めようとするもの

・任期４年

※提出根拠法：地方自治法第196条第１項

93 秋田市固定資産評価審査委員会委 ○固定資産評価審査委員会委員長谷部弘輝

員の選任について同意を求める件 氏の任期満了（平成31年３月29日付）に伴

い、その後任の選任について同意を求めよ

うとするもの

・任期３年

※提出根拠法：地方税法第423条第３項


